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遊漁船第七浩洋丸沈没事故に係る意見について

運輸安全委員会は、本事故調査の結果に鑑み、遊漁船の利用者の安全を確保するた

め、運輸安全委員会設置法第２８条に基づき、下記のとおり意見を述べる。

なお、この意見を受けて何らかの措置を講じられた場合は、その内容について通知

方よろしくお取り計らい願いたい。

記

遊漁船利用者の安全の確保の見地から、遊漁船業の健全な発達を図るため、以下の

事項について必要な援助及び都道府県知事への助言を行うべきである。

１ 安全意識

業務主任者に対する講習会に加え、遊漁船業者及び連絡責任者にも安全意識高揚

のため、講習会を充実・強化するなどの対策を講ずること。

２ 発航前の検査

遊漁客がクーラーボックス等の荷物を運び込みハッチの上に積み込むと、航行中

にハッチ蓋を開放してチェックすることが困難となることから、船長が発航前にハ

ッチ蓋を開放し、区画のビルジの存在及びプロペラ点検口窓の締め付け状況等につ

いて確認をするよう、遊漁船業者を指導すること。



３ 事故発生の早期通報

事故発生時に関係機関へ早期の通報ができるよう次の事項を指導すること。

(1) 家族経営である場合も含め、業務規程に基づく各責任者の責任範囲を明確にし、

連絡方法等に関する確認を行うこと。

(2) 関係機関と連携し、遊漁船内の無線機及び携帯電話を利用した非常時の通報訓

練に参加し、また可能であるならばこれらを自ら行うこと。この通報訓練には、

直接関係機関へ通報するもののほか、連絡責任者を経由して行うものを含めるも

のとする。

(3) 遊漁船業者の陸上側が遊漁船との定時連絡の設定をするなど、遊漁船の異常事

態を早期に察知する体制づくりを検討すること。

４ 救命設備の取扱い

遊漁客が確実に救命胴衣を着用でき、船長が信号紅炎を適切に取り扱えるよう、

次の事項について、遊漁船業者を指導すること。

(1) 船長及び業務主任者は、遊漁客に救命胴衣の保管場所を周知し、適切に着用さ

せること。

(2) 船長が信号紅炎の保管場所を把握し、定期的な取扱訓練をすること。

５ 遊漁客に対する保険加入の周知徹底

遊漁客に対する保険については、遊漁船業の稼動中は継続して加入されるような

仕組みが平成２１年４月１日に導入されたが、このことの周知徹底を図ること。


